
薩摩川内市国際交流センター・産業振興センター 

使用料の還付手続きについて 

 

 

                                        
予約の取消し・キャンセル     予約日程の変更 

     

還付申請する     還付申請しない     予約内容・使用料が同じ 予約内容・使用料が変更 

新たな日程を予約 

国際交流センター窓口 

に「使用許可変更申請 

書」を提出 

 

還付申請手続き 

（左側還付手続きの流

れを参照） 

新たな日程を予約 

通常の利用申請及び 

使用料の支払い 

還付申請書記入     

＊申請書は、国際交流センター

または薩摩川内市役所５階

の経済政策課にあります。 

 国際交流センターのホーム

ページからもダウンロード

が可能です。 

口座振込による 

還付を希望 

現金による 

還付を希望 

市役所へ書類提出 

後日、市役所窓口で

現金を受け取る 

市役所へ書類提出 

【必要書類】 

  ・使用許可書 ・領収書 

 ・申請者名の印鑑 

 

 

【必要書類】 

・使用許可書 ・領収書 

・申請者名の印鑑 

・振込口座の通帳または 

 通帳の写し 

 

 

＊印鑑について、スタンプ印は使用できません。 

＊還付金の振込口座は、『申請者名義の口座』となります。 

 それ以外の口座へ振込みを希望する場合は、委任状（任意の様式）が必要です。 

＊書類提出の際は、事前に薩摩川内市役所 経済政策課 (電話０９９６－２３－５１１１) に必要書類等 

を確認の上、持参または郵送してください。 

指定口座へ振込 

＊変更申請書は、国際

交流センターにあり

ます。 

薩摩川内市国際交流センター（薩摩川内市国際交流協会） 

ホームページアドレス 

https://www.kssb-satsumasendai.com 

薩摩川内市国際交流センター 


